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１ 
第３節 自然との共生社会の実現 

生物多様性の確保 

［1］環境の状況 

本市は、太平洋に面し、釧路川や釧路湿原、春

採湖・阿寒湖・馬主来沼などの湖沼、阿寒・音別地

域における広大な森林など、多彩で雄大な自然環

境に恵まれた都市です。この自然環境に抱かれ、特

別天然記念物のタンチョウをはじめとする野生動物が

数多く生息しています。 

都市化が進む中、動植物の生息・生育環境の縮

小や有害鳥獣の増加、外来種による問題など、生

態系に少なからず影響が現れ始めています。そのため、

自然環境の保全と動植物の保護管理、外来種の

防除などの対応が必要となります。

 

   

 

関連する 

S D G s 

国立公園、鳥獣保護区 GIS データ(環境省生物多様性センター)を基に、釧路市環境保全課が作成 

国立公園および鳥獣保護区の指定状況 

⑦ 

➅ 

➀ 

➃

➀ 

➂ 

➁ 

➄ 

❶ 

鳥獣保護区（国指定） 

№ 名 称 

□1  釧路湿原鳥獣保護区 

鳥獣保護区（北海道指定） 

№ 名 称 

➀ 駒牧高谷鳥獣保護区 

➁ 春採湖鳥獣保護区 

➂ シュンクシタカラ鳥獣保護区 

➃ 阿寒湖鳥獣保護区 

➄ ペンケトー鳥獣保護区 

➅ 阿寒鳥獣保護区 

➆ キナシベツ湿原鳥獣保護区 

特定猟具使用禁止区域（銃器） 

№ 名 称 

❶ 北斗 

❷ 音別二俣 

 

□1  

❷ 

凡例 

国立公園（特別保護地区） 

国立公園（特別地域） 

国立公園 

ラムサール条約登録湿地 

鳥獣保護区（特別保護地区） 

鳥獣保護区 

特定猟具使用禁止区域（銃器） 
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釧路湿原の法令など指定状況 

区分 指定面積(ha) 釧路市域(ha) 根拠法令 

釧路湿原 

国立公園 

特別保護地区 6,490 - 

自然公園法 

第１種特別地域 2,321 - 

第２種特別地域 7,663 1,926 

第３種特別地域 3,303 109 

普通地域 9,011 560 

合計 28,788 2,595 

国指定釧路湿原鳥獣保護区 

（うち特別保護区） 

17,241 

（9,829） 

1,975 

  （1,687） 

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化

に関する法律 

ラムサール条約登録湿地 7,863 - 
特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿

地に関する条約 

国指定天然記念物「釧路湿原」 5,012 - 文化財保護法 

鳥通学術自然保護地区 7.05 - 北海道自然環境等保全条例 

 

阿寒湖温泉地区の法令など指定状況 

区分 指定面積(ha) 釧路市域(ha) 根拠法令 

阿寒摩周 

国立公園 

特別保護地区 10,460 5,704 

自然公園法 

第１種特別地域 20,718 3,221 

第２種特別地域 24,299 10,469 

第３種特別地域 17,386 3,703 

普通地域 18,550 2,501 

合計 91,413 25,598 

ラムサール条約登録湿地 1,318 1,318 
特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿

地に関する条約 

国指定特別天然記念物 

「阿寒湖のマリモ」 
- - 文化財保護法 

 

釧路地域で確認されている動植物の種類    

種類 釧路地域※ 北海道※ 全国※ 

植物（裸子植物、被子植物、シダ植物） 1,005 2,250 約 7,000 

哺乳類 28 66 160 

鳥類 237 501 約 700 

両生類・は虫類 8 21 191 

魚類（汽水・淡水魚類） 37 87 約 400 

昆虫類 959 11,241 約 32,000 

※ 釧路地域の数値は「平成16年度釧路市自然環境現況解析事業報告書」（釧路市 2005年）による。 
※ 北海道の数値は「北海道レッドリスト」による。 
※ 全国の数値は「環境省レッドリスト2020」の評価対象種数による。 

 

 
「北海道の希少野生動植物 北海道レッドデータブック2001」 

に記載されている希少野生動植物の種類 

種類 

本市で見られる希少種 

 釧路 

地域 

阿寒 

地域 

音別 

地域 

植物 81 60 32 3 

鳥類 31 24 15 2 

両生類 2 1 2 0 

魚類 9 7 4 1 

 

 

「北海道の外来種リスト 北海道ブルーリスト2010」 

に記載されている外来種の種類 

種類 

本市で見られる外来種 

 釧路 

地域 

阿寒 

地域 

音別 

地域 

植物 162 144 75 63 

哺乳類 4 4 4 1 

鳥類 2 1 0 2 

魚類 3 3 2 0 

その他 1 1 1 0 
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［２］施策 

自然環境の保全 

施策の方向性 取り組み 

釧路湿原国立公

園と阿寒摩周国立

公園の保全 

■国、北海道、関係町村と連携し、２つの国立公園の

自然環境の保全と整備の促進を図ります。 

➀釧路湿原国立公園連絡協議会 

②釧路湿原を美しくする会 

③釧路湿原自然再生事業 

④阿寒湖畔ビジターセンター運営 
推進協議会 

阿寒湖の保全 ■国、北海道、関係町村と連携し、マリモを中心とした

阿寒湖の生物多様性を確保するため、世界遺産登

録を目指した推進活動の展開と保全体制の整備を

行います。 

⑤阿寒湖世界自然遺産登録地域
連絡会議 

 

春採湖の保全 ■春採湖の水質を調査し、現況の把握に努めます。 ⑥春採湖調査会 

⑦春採湖環境保全計画の推進 ■春採湖環境保全計画を策定し推進します。 

河川などの保全 ■準用河川および普通河川の維持管理を行います。 ⑧河川の維持管理 

緑地の保全 ■関係機関や市民との連携協力、法制度などの適正

な運用や土地利用の適正な誘導により、緑地の保

全に努めます。 

⑨地域制緑地などの制度活用状況  

⑩釧路湿原の保護、保全を図るた 
めの都市的土地利用の考え方 

 

 

➀釧路湿原国立公園連絡協議会 

釧路湿原を取り囲む釧路市、釧路町、標茶町、

鶴居村の４市町村と環境省釧路自然環境事務

所、北海道釧路総合振興局で組織され、事務局

を市環境保全課に設置し、国立公園の適切な保

護および利用に係る施策、普及啓発の推進などを

実施しています。 

自然保護思想の普及啓発を図るため、温根内ビ

ジターセンターと塘路湖エコミュージアムセンターを拠

点に、自然ふれあい活動を月に２～４回実施して

います。また、釧路管内在住の子どもを対象とした

「こどもレンジャー」登録制度を設け、自然観察や工

作などの活動を行うほか、国立公園の美化清掃活

動を毎年実施しています。さらに、釧路湿原国立公

園のガイドブックやホームページ、SNS等を活用し、

釧路湿原国立公園に関する情報を提供しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和６年度 釧路湿原こどもレンジャー活動実績 

イベント名 開催日 
参加 

人数 

新発見！カヌーから見る釧路湿原 7月20日 11 

春採湖のウチダザリガニ捕獲体験教室 8月17日 8 

エゾシカ探検隊 数えて、学んで、作っち
ゃおう！ 

1月25日 12 

 

②釧路湿原を美しくする会 

釧路湿原国立公園の美化清掃を目的として組
織された「釧路湿原を美しくする会」は、４支部で構
成されており、それぞれ清掃活動を行っています。釧
路市支部は市環境保全課に設置され、毎年釧路
市湿原展望台とその周辺の清掃を行っています。 
 

③釧路湿原自然再生事業 

釧路湿原の自然再生を進めるために、平成 15
年 11 月に「釧路湿原自然再生協議会」が設立さ
れました。 

協議会では、「釧路湿原自然再生全体構想」に
沿って関係機関や地域住民と連携し、湿原生態系
の保全・再生や旧川復元などの事業を行っています。 

 釧路湿原国立公園と阿寒摩周国立公園の保全 

 

 

 

 

 

こどもレンジャーの活動 

 

 

 

 

 

クリーンデーの活動 
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④阿寒湖畔ビジターセンター運営推進協議会 

阿寒湖畔ビジターセンターは、阿寒摩周国立公

園西地区・阿寒湖周辺の自然散策の利用拠点と

して、環境省によって整備された施設です。運営は

釧路市、足寄町、関係行政機関、教育機関、自

然保護団体などで構成する「阿寒湖畔ビジターセン

ター運営推進協議会」によって行われています。同

協議会は阿寒湖畔ビジターセンターの運営管理と阿

寒摩周国立公園内の自然環境維持および適正な

利用の推進等を目的として各関係機関の連絡調

整を図り、自然ふれあい活動や美化清掃の推進な

どを通して、自然を保護・美化していく考えの普及に

努めています。 
 

 

 

⑤阿寒湖世界自然遺産登録地域連絡会議 

希少なマリモが生育する阿寒湖の自然環境を適

切に保全するため、世界自然遺産登録を目指し、

釧路市、弟子屈町、足寄町、国、北海道などの機

関、地元関係団体などによる「阿寒湖世界自然遺

産登録地域連絡会議」を設置しています。 

情報の共有と発信、地域一丸となった登録推進

活動の展開、そしてこれらを通じた自然環境の保全

を行う体制を整備し、学識者による学術的知見の

集積、調査研究活動の進捗状況などに応じて連絡

会議を開催しています。 
 

 

⑥春採湖調査会 

本市では、春採湖とその周辺の自然環境保全を

目的に、春採湖調査会を組織し、自然環境に関す

る専門分野からの分析のほか、春採湖調査報告

書・春採湖レポートを発行し、市のホームページに掲

載しています。 

また、春採湖に関するパネル展を毎年実施し、普

及啓発に取り組んでいます。 
 

⑦春採湖環境保全計画の推進 

本市では、北海道などの関係機関と連携し、春

採湖の水質浄化と環境整備を総合的・計画的に進

めるため、春採湖環境保全対策協議会を組織し、

春採湖環境保全計画を策定しています。 

現在は、令和８年度までの第４次計画に基づい

た取り組みを行っています。 

 

 

 

 

⑧河川の維持管理 

本市では、準用河

川および普通河川の

浚渫（しゅんせつ）や

清掃、護岸修繕など

を実施し、適切な維

持管理を進めていま

す。 

 

 

 

⑨地域制緑地などの制度活用状況 

本市では、およそ 14 万 ha が国立公園地域、保

安林、環境緑地保護地区などの地域制緑地に指

定されており、各法制度や条例に基づいて保全され

ています。都市計画区域内においては、13 カ所指

定されています。 
 
⑩釧路湿原の保護、保全を図るための都市的 

土地利用の考え方 

本市では、釧路湿原の保護、保全を図るために、

都市的土地利用の北限を水際線から６km 程度と

してきました。この考え方は、都市計画に関する基本

的な方針を定めた第２次釧路市都市計画マスター

プランにおいても堅持されています。 

 阿寒湖の保全 

 春採湖の保全 

 緑地の保全 

第４次春採湖環境保全計画   塩分の管理目標 

項目 管理目標 

湖内上層（淡水層）と下層（停滞
塩水層）の境界となる塩分躍層 

年間を通して水深
約３m 

 

第４次春採湖環境保全計画    水質保全目標 

水質項目 環境基準 期間目標 備考 

化学的酸素要求量 
（COD） 

5.0 
mg/L以下 

7.0 
mg/L以下 75％値 

全窒素 
（T-N） 

1.0 
mg/L以下 - 年平均値 

全リン 
（T-P） 

0.1 
mg/L以下 - 年平均値 

 

 

 

第４次春採湖環境保全計画 生物による環境指標 

項目 指標 

ヒブナ 
 

春採湖ヒブナ生息調査において継続的にヒブナが

捕獲されること 

野鳥 
 
 
 

湖周辺において継続的に、水鳥（カイツブリ、マ
ガモ、クイナ、バン、オオバン）のうち３種以上の
繁殖行動（ヒナ個体の確認も含む）が確認さ
れること 

水草 
 

湖岸の沈水植物（マツモ、リュウノヒゲモ）につい

て、継続的な生育が確認されること 

 

令和６年度実施実績 

❶風連別川土砂浚渫 

❷ビッツイ川廃棄物運搬処理 

❸別途前川浚渫 

❹紀の丘川護岸修繕 

❺大楽毛川浚渫 

❻セッツリ1号川浚渫 

 

 

 

 

 

 

 

 河川などの保全 
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鳥獣保護・管理の推進 

 

 

⑪シマフクロウの保護増殖 

本市は環境省からシマフクロウの保護増殖事業
者として認定され、飼育下におけるシマフクロウの保
護増殖に取り組んでいます。 

飼育下で安定した個体群を確立するため、自然
孵化・育雛（いくすう）のみならず、場合によって人
工孵化・育雛による増殖を進めています。 

令和６年度は16羽を飼育し、４ペアで繁殖に
臨み、ヒナ３羽の繁殖に成功しました。 
 
⑫タンチョウの保護増殖 

釧路市動物園では、飼育下で繁殖したタンチョウ
を野生復帰させるために必要な飼育技術の確立の
ため、（公社）日本動物園水族館協会の助成を
受け、平成13年度から平成15年度までに、飼育
下で繁殖させた14羽に足環を付けてタンチョウを野
外放鳥しました。その後も、特定非営利活動法人タ
ンチョウ保護研究グループとの共同調査で、飼育繁
殖した個体に足環や電波発信機の装着を行ってお
り、平成16年度から令和６年度までに計17羽に足
環を装着しています。 

動物園では、飼育下だけではなく、野生のタンチョ
ウについても、傷病収容される野生タンチョウの治療
と死亡原因の究明を行っています。令和６年度に
生体で収容された２羽のうち、１羽を治療のため飼
育下に編入しました。 

また、タンチョウの大まかな越冬分布・規模を把握
して生息地分散に供するため、北海道タンチョウ越
冬分布調査に協力しています。 

 
 

 

 

⑬指定鳥獣保護区の保全 

鳥獣保護区とは、野生生物の保護繁殖を図るた
め、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に
関する法律」に基づき指定される、鳥獣の生息環境
の保全が必要な地域です。釧路市内は、国の鳥獣
保護区が１カ所、北海道の鳥獣保護区が７カ所
指定されており、北斗、音別二俣の２カ所は特定
猟具使用禁止区域（銃器）に指定されています。
（P27参照） 
 
⑭春採湖のヒブナの調査・保全 

博物館では、春採湖に生息するヒブナの生息状
況を調査しています。 

令和６年度は、湖内26カ所でヒブナ・フナの産卵
状況調査を行い、内 2 カ所で水草への付着卵を確
認しました。また、湖岸全域のカウント調査を行い、ヒ
ブナ親魚１尾を目視確認しました。 

 

 

 

 

 

 

 

施策の方向性 取り組み 

希少な野生生物の保護

増殖 

■国や北海道と連携し、絶滅の恐れのある種の

保護・増殖を図ります。 

⑪シマフクロウの保護増殖 

⑫タンチョウの保護増殖 

⑬指定鳥獣保護区の保全 

⑭春採湖のヒブナの調査・保全 

⑮キタサンショウウオの調査・保全 

⑯マリモの保全活動・調査研究 

■マリモの調査研究を進め、適切な保護管理

体制の構築を図ります。 

野生生物の保護管理 ■国や北海道と連携し、エゾシカやヒグマなど、

市民生活や事業活動に影響を及ぼしている

野生動物の適正な保護管理を進めます。 

⑰野生鳥獣の適切な保護管理 

⑱ヒグマの出没対応 

 

天然記念物の保護・保全  ■学術上価値の高い動植物などの調査研究

を進め、個体および存在する地域の保護・保

全に努めます。 

⑲学術上価値の高い動植物など

の調査研究 

 

特定外来生物の防除 ■市民生活や事業活動に影響を及ぼしている

特定外来生物の生息状況などの情報収集・

情報提供を行い、防除活動を行います。 

⑳ウチダザリガニ捕獲事業 

㉑特定外来生物アライグマなどの
防除 

令和６年度 タンチョウ越冬分布調査結果 

調査日 
観察数  

 うち釧路市内 

令和６年12月５日 976羽 224羽 

令和７年１月22日 1,927羽 482羽 

 希少な野生生物の保護増殖 
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⑮キタサンショウウオの調査・保全 

博物館では、本市の天然記念物であるキタサン

ショウウオの卵嚢（らんのう）調査を実施しています。 

令和６年度は、生息適地エリアの内、市内国立

公園外の現地調査未実施箇所で卵嚢調査を行い、

113対の卵嚢を発見しました。 

また、生息地保全のため、「キタサンショウウオ生息

適地マップ」をホームページで公開しています。 

 

 

 

 

 

⑯マリモの保全活動・調査研究 

釧路市教育委員会では、阿寒湖を特徴づける

生物であるマリモの保護管理手法の確立を目指して、

官民25団体で構成される「阿寒湖のマリモ保全推

進委員会」や国内外の研究機関などと協力しながら、

マリモの生態研究とその生育地である阿寒湖の環境

調査や、マリモ生育地で増えすぎた水草の対策など、

マリモ保護の具体化に向けた様々な事業に取り組ん

でいます。 

令和６年度は、潜水調査によって大型球状マリ

モの生育を確認したほか、文化庁補助による天然

記念物緊急調査（1年目）を実施した結果、河

川水からマリモ群落への冷水供給が滞っていることが

明らかとなり、これがマリモの生育悪化に関与してい

る可能性が示唆されました。また、マリモ群落沖合に

繁茂した水草約0.7トンの除去作業を行いました。 

大学等との共同研究の成果が国内学術誌１報

に掲載され、５件の学会発表が行われました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑰野生鳥獣の適切な保護管理 

「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関

する法律」において、野生鳥獣の飼養や捕獲などに

ついては許可または登録が義務付けられています。 

本市における令和６年度の登録・許可件数は、

飼養登録が15件、鳥獣捕獲等の許可が56件とな

りました。 

 

⑱ヒグマの出没対応 

「釧路市ヒグマ被害防止対策実施規則」と「釧路

市地区ヒグマ対策連絡会議等設置要綱」に基づき、

対応を実施しています。 

出没の際はマニュアルに則り、地元ハンターによる

警戒活動などを実施します。また、平時から釧路市

地区合同ヒグマ対策連絡会議を開催し、関係機関

と連携して必要な対策の検討や情報収集にあたっ

ています。 

令和６年度は痕跡確認２回、警戒活動40回、

追払い０回、箱わな設置５回、捕獲駆除４回を

実施しました。 

 

 

 

⑲学術上価値の高い動植物などの調査研究 

博物館では、天然記念物の保護・保全のため、

専門家へのヒアリング調査などによる天然記念物指

定鳥類の生息情報の収集を行っています。 

 

 

 

⑳ウチダザリガニ捕獲事業 

ヒブナ生息地として国の天然記念物に指定されて

いる春採湖は自然豊かな市民の憩いの場として親し

まれていますが、特定外来生物ウチダザリガニの生息

も確認されており、ウチダザリガニが湖内水草を捕食

することによるヒブナやその他の魚類、水鳥などの生

息環境に対する影響が危惧されています。 

本市では春採湖ウチダ

ザリガニ防除実施計画を

策定し、湖全域での捕獲

を実施するなど、多様な

生態系の保全に努めてい

ます。 

 

㉑特定外来生物アライグマなどの防除 

アライグマ・カイクイアライグマ・アメリカミンクの市内

生息状況、被害状況、目撃情報などを把握し、そ

の状況に応じて被害の低減化と生息域の拡大防止

を目的に、「特定外来生物による生態系等に係る

被害の防止に関する法律」に基づく防除実施計画

書を作成し、対応を行っています。 

春採湖ウチダザリガニ捕獲数 単位:個体 

年度 雄 雌 合計 

令和４年度 852 926 1,778 

令和５年度 449 442 891 

令和６年度 80 94 174 

 野生生物の保護管理 

 特定外来生物の防除 

 天然記念物の保護・保全 
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地域の自然に対する理解と発信 

施策の方向性 取り組み 

自然観察や学習機会の

確保 

■自然環境保全への関心・意識を高

めるため、自然観察会や、自然観察

に役立つ情報の提供を行います。 

㉒音別町体験学習センター 
㉓音別町ふれあいの森 
㉔湿原エコツアー 
㉕自然案内パンフレットの掲載 
㉖環境に関する講演会などの開催および支援 
㉗マリモの普及啓発 
㉘動植物総合調査事業 

地域のラムサール条約 

登録湿地における保全

活動の発信 

■釧路国際ウェットランドセンターを中

心に、関係機関と連携し、地域の登

録湿地における保全活動を国内外

に広めます。 

㉙KIWC 技術委員会 
㉚JICA 研修 
㉛姉妹湿地交流 

㉜ラムサール条約締約国会議などの国際 
会議・シンポジウムへの参加 

㉝ラムサール条約登録湿地関係市町村会議 

 

㉒音別町体験学習センター 

平成 12 年に開設された音別町体験学習センタ

ーでは、天体観測など地域の魅力を活用した体験

学習を実施しています。施設の利用を通して、子ども

から高齢者が自然と触れ合う機会を提供しています。 
 

㉓音別町ふれあいの森 

音別地区の「ふれあいの森」は平成 12 年に整備

され、渓流路の散策やイチイ、ハマナス、ツツジなど森

林浴を楽しむことができます。小学生などを対象に森

林体験活動の場としてワークショップの開催を行い、

自然環境や森林に関する興味・関心を高める活動

をしています。 
 
㉔湿原エコツアー 

ラムサール条約が採択された 2 月 2 日の「世界湿

地の日」前後には、世界中の締約国で湿地の大切

さを普及するための様々なイベントが行われています。  

釧路国際ウェットランドセンターでは、令和６年度

に鶴居村で「世界湿地の日記念 冬のエコツアー

2025」と題した散策ツアーを開催し、市内外から 15

人が参加しました。 
 
㉕自然案内パンフレットの掲載 

本市を代表する９カ所の公園や海岸、遊歩道で

観察できる季節の草花や野鳥などの見どころをまとめ

た「釧路自然ウォッチングガイド」をホームページに掲

載しています。 
 

㉖環境に関する講演会などの開催および支援 

本市は、地域の豊かな自然を感じ、学ぶ機会を提

供するため、くしろせんもん学校 環境・教育研究セ

ンターが主催する「釧路自然再発見シリーズ」の開

催を後援しています。また、市内学校施設への湿原

学習の実施支援も行っています。 
 
㉗マリモの普及啓発 

本市は、マリモや阿寒湖の自然に対する理解の普

及や保護意識の醸成を目的として、地域の児童生

徒や一般の方を対象としたマリモ生育地観察会を開

催しています。また、まちづくり出前講座などを通して

マリモに関する講演会を行っています。 

 

 

 

㉘動植物総合調査事業 

２つの国立公園を有する釧路地域には、絶滅危

惧種に指定されている野生動植物が多数生息して

おり、環境教育の場や観光資源として高く評価され

ています。一方で、知見は十分ではないことから、実

態把握のための基礎調査が必要です。 

博物館では関係機関と連携し、釧路湿原周辺を

中心に鳥類・魚類・昆虫・植物分野の調査を行い、

その成果は博物館の企画展や講演会、学校・生涯

教育、論文・学会発表で活用するほか、観光資源と

しての活用へ向けて積極的な発信を行っています。 

 

 

 

 

 自然観察や学習機会の確保 

令和６年度実施内容 回数 延べ人数 

マリモ生育地観察会 ３回 41人 
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釧路国際ウェットランドセンター（KIWC）は、

平成５年（1993 年）に釧路市内で開かれたラ

ムサール条約第５回締約国会議をきっかけに設

立されました。４つの登録湿地にかかわる釧路

市・釧路町・標茶町・鶴居村・厚岸町・浜中町の

地方自治体や国の機関、地域の大学、湿地保

全関係の NGO、専門家で構成されています。 

釧路地方の４つのラムサール条約登録湿地

（釧路湿原、厚岸湖・別寒辺牛湿原、霧多布

湿原、阿寒湖）の生態系を維持しつつ、その恵

みを長く活用するため「湿地のワイズユース（賢明

な利用）」を推進するとともに、釧路地域の取り

組みや成果を広く発信し、地球規模での環境保

全に寄与することを目的に活動しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

㉙KIWC技術委員会 

釧路国際ウェットランドセンターでは、湿地の保全

とワイズユースを進めるために専門家による技術委員

会を組織し、研究やモニタリングを通してデータベース

の構築を図るとともに、湿地の管理に関して技術的

な助言を行っています。 

令和４～６年度は「気候変動とそのモニタリング」、

「持続可能な開発と賢明な利用」、「教育環境の普

及」をテーマに活動しています。 

令和６年度は阿寒

湖チュウルイ湾周辺にて

現地検討会を開催し、

マリモの生息環境を改

善する方法について検

討しました。 

 

㉚JICA研修 

令和６年度は、独立行政法人国際協力機構

（JICA）からの委託事業として「自然環境行政官

のためのエコツーリズム」と「湿地生態系における自然

を活用した社会課題の解決（NbS）」をテーマにし

た研修を実施しました。 

エコツーリズム研修では、８カ国８人の研修員が

受講し、地域の特性と産業を活かしたエコツアーの

手法と自然観察への配慮について学びました。 

また、NbS研修では５カ国５人の研修員が、湿

地が持つ機能を活用した防災や生態系保全の事

例等について学びました。 

㉛姉妹湿地交流 

釧路地域の３つのラムサール条約登録湿地（釧

路湿原、厚岸湖・別寒辺牛湿原、霧多布湿原）

は、平成６年11月にオーストラリアのクーラガング湿

地およびその周辺湿地（現在の名称はハンター河

口湿地）と姉妹湿地提携を結んでいます。 

現在でも、研究者や行政担当者を中心に、湿地

保全に関する情報交換や人的交流を進めています。 
 
㉜ラムサール条約締約国会議などの国際会議・ 

シンポジウムへの参加 

昭和 55 年（1980 年）から３年ごとに開催され

ているラムサール条約締約国会議では、世界中の締

約国から政府の代表が集まり、登録湿地の現状や

課題について議論し、決議や勧告を採択します。 

釧路国際ウェットランドセンターでは、国際会議や

シンポジウムをひがし北海道の湿地保全の取り組み

を PR する機会ととらえ、世界に向けた情報発信を行

っています。 
 
㉝ラムサール条約登録湿地関係市町村会議 

本市では、国内のラムサール条約登録湿地を抱

える市町村との連携を図る目的で設立されたラムサ

ール条約登録湿地関係市町村会議に参加し、国

内登録湿地の保全や啓発などを行っています。 

令和６年度は、鹿児島県出水市において、主

管者会議、学習交流会が開催されました。 

活動内容 

■湿地のワイズユースの推進に関する普及啓発 

■湿地のワイズユースのための技術向上 

■釧路地域の取り組みを活かした国際協力 

 地域のラムサール条約登録湿地における保全活動の発信 

釧路国際ウェットランドセンター（KIWC） 
【URL】https://www.kiwc.net/ 

 

 

 

 
 

阿寒湖での現地検討会 
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２ 
自然の持続可能な利用 
［1］環境の状況 

本市の多彩な自然環境は、酪農を主力とする農

業生産、豊富な森林資源を有する林業、そして国

内有数の水揚げ量を誇る水産業に恩恵をもたらして

います。しかし、環境に配慮せず産業活動を進めると、

野生鳥獣による農業被害、草地の質低下、森林の

生育阻害、海洋ごみなどによる漁場環境の悪化につ

ながることから、自然の持続可能な利用に向けた取

り組みを進める必要があります。 

また、本市には指定文化財となっている多くの史

跡や天然記念物などが自然と一体となっており、これ

らに身近にふれあうことができます。私たちに安らぎを

与えてくれるその歴史・文化的環境を良好な状態で

保全し、今後も活用していくため、環境整備や情報

発信に努める必要があります。 

 

 

［２］施策 

持続可能な農林水産業の推進 

 

 

①釧路市森林整備計画の策定 

市町村森林整備計画は市町村が 5 年ごとに

作成する 10 カ年の計画で、自治体の森林関連

施策の方向や、森林所有者などが行う森林施業

（植栽や間伐などの作業）に関する指針などを

定めるものです。 

本市では、令和４年度を計画始期とし、今後

10 年間の森林整備などの方針を定める「釧路市

森林整備計画森林都市くしろの創造」を策定し

ました。 

 

➁海洋汚染防止対策 

本市では、船舶からの廃棄物や廃油などの海洋

流失の防止を図るとともに、陸域における水質汚濁

防止対策の推進や海洋汚染、投棄の防止に関す

る意識の向上を図っています。 
 
 
 
 
 
 
 

施策の方向性 取り組み 

森林資源の循環利用 ■森林が持つ多面的機能の発揮を図る
森林づくりを進めます。 

①釧路市森林整備計画の策定 

○市有林の整備（P10 参照） 

○地元材の活用（P８参照） ■市有林を整備し間伐材の利活用に努
めます。 

水産資源の適切な保全

管理 

■廃網、ロープ、ワイヤーなどを処理し海
洋汚染を防止します。 

➁海洋汚染防止対策  

➂海洋プラスチックごみ対策 

■「プラスチック・スマート」に賛同し、海洋
プラスチックごみ問題に対する取り組み
に参加協力します。 

持続可能な農業 ■下水汚泥の農地利用を推進します。 ○メタンガスのエネルギー源利用、下水
汚泥の有効活用（P６参照） 

○有機質肥料活用センターの有効活
用、家畜排せつ物の適正処理指導 

（P20 参照） 

➃エゾシカ農作物被害防止対策事業 

■家畜排せつ物の適正処理指導を行い

ます。 

■エゾシカによる農作物の被害を防止す

る対策を推進します。 

関連する 

S D G s 

 森林資源の循環利用  水産資源の適切な保全管理 
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➂海洋プラスチックごみ対策 
環境省では、プラスチックと賢く付き合う取り組み

「プラスチック・スマート」を推進しており、本市もこの取
り組みに賛同しています。また、環境省は（公財）
日本財団と共同で、全国一斉の清掃活動「海ごみ
ゼロウィーク」も推進しており、令和６年度は市内で
２団体が登録し、清掃を行いました。 

この他にも、市内では海岸の漂着ごみを清掃する

市民グループ等が活動し、海洋プラスチックごみ対策
に寄与しています。 

 

④エゾシカ農作物被害防止対策事業 

本市は、北海道がエゾシカによる農林業被害など

を軽減させ、また、エゾシカの絶滅を回避しながら安

定的な生息水準を確保するために策定した「エゾシ

カ保護管理計画」に基づき、エゾシカ個体数管理事

業に協力しています。 

令和６年度は、「エゾシカ農作物被害防止対策

事業」として4,323頭のエゾシカを駆除しました。 

 

 

 

歴史・文化的環境の保全 

施策の方向性 取り組み 

史跡や天然記念物の

保護と活用 

■史跡や天然記念物などの指定文化財を保護す

るとともに、公園や緑地としての活用を進めます。 
⑤文化財・天然記念物の保護 

⑥埋蔵文化財包蔵地確認 

⑦文化財マップの公開 ■文化的遺産を調査し、新たな文化財の発掘と

保護に努めます。 

■本市の文化財に対する理解を深めるための情報

提供を行います。 

⑤文化財・天然記念物の保護 

文化財は、歴史や文化を理解する上で欠くことの

できないものであり、これらを保存し良好な状態で残

していくことは、将来の文化の向上・発展のために非

常に重要です。また、これら歴史や伝統を伝える建

造物や文化財などの文化遺産は、地域の景観を形

成する重要な要素であり、私たちの生活に安らぎや 

 
 

潤いを与え、郷土意識を高めるために欠かせないも

のとなっています。 

本市には、国や北海道、市の指定文化財が29

件あります。いずれも当地方の歴史や地形、動植物

などを知るうえで貴重なものであり、大切に保護して

いかなければなりません。

⑥埋蔵文化財包蔵地確認 
埋蔵文化財とは、土器や石器、貝塚や住居跡な

ど地中に埋もれている文化財のことで、これらを包蔵
している土地を埋蔵文化財包蔵地といい、市内には
137カ所あります。また、包蔵地で工事が計画され
たときには、事業者との事前協議を行い、現状保存
するための対応を行っています。計画変更ができない
場合には事前調査を実施し、記録を保存していま
す。 

⑦文化財マップの公開 

本市では、文化財・天然記

念物を身近に感じてもらうこと

を目的として、令和 2 年 9 月

に「釧路市文化財マップ」をリニ

ューアルし、博物館のホームペ

ージで公開しています。 

令和６年度海ゴミゼロウィーク 市内登録団体 
登録名 実施場所 参加人数 

釧路市マチをきれいに

する推進協議会 

釧路市港湾地域周辺 
ほか 

412人 

釧路市役所課長会 釧路市音別海岸 21人 

文化財指定（登録）状況                                 令和７年（2025 年）３月末時点 

文化財保護法 北海道文化財保護条例 釧路市文化財保護条例 

登録有形文化財 

重要無形文化財 

史跡 

特別天然記念物 

天然記念物 

3 

1 

4 

2 

6 

有形文化財 

無形民俗文化財 

 

1 

1 

 

 

 

有形文化財 

無形民俗文化財 

史跡 

天然記念物 

6 

1 

1 

3 

 史跡や天然記念物の保護と活用 

 持続可能な農業 
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